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第 3章 事務所・案内所 
 

１節 事務所 

問 1．宅建業法上、事務所ごとに備えておかなければならないもの５つ挙げよ。 

・ ①       

・一定数の②   である ③    、 

・ ④      

・ ⑤      

・ ⑥   の掲示 

 

問 2．宅建業法の事務所に設置義務があるものの注意点・留意点に関して、以下の空欄を埋めよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

代わりに ⑧  の掲示はダメ 

見やすいところに掲示 

・成年者 

・ ⑨  に 1 人以上 

・欠員⇒ ⑩  以内に補充 

・ ⑪  はなれない 

・ ⑫    の記載 

・ ⑬  は載らない 

・取引関係からの請求⇒⑭  させる義務 

・ ⑮    から 10 年保存 

・請求あっても ⑯  不要 

・ ⑰  後、5 年保管 

・取引の ⑱  、記録。 

事務所⑦  に 

備え付け 

標識 

専任の宅建士 

従業者名簿 

帳簿 

報酬額の掲示 ⑲      業者でも掲示義務あり 
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【答え】 １節 事務所 

【解答 1】事務所に設置義務があるもの① 

・標識 

・一定数の成年者である専任の宅建士 

・従業者名簿 

・帳簿 

・報酬額の掲示 

 

 

【解答 2】事務所に設置義務があるもの② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】上の解答を見ずに、以下の説明をせよ。 

1．宅建業の事務所ごとに設置義務があるものを５つ挙げよ。 

2．1 の設置義務があるものそれぞれに対して、注意点・留意点を挙げよ。 

 

代わりに免許証の掲示はダメ 

見やすいところに掲示 

・成年者 

・5 人に 1 人以上 

・欠員⇒2 週間以内に補充 

・監査役はなれない 

・宅建士か否かの記載 

・住所は載らない 

・取引関係からの請求⇒閲覧させる義務 

・最終の記載から 10 年保存 

・請求あっても開示不要 

・閉鎖後、5 年保管 

・取引のつど、記録。 

事務所ごとに 

備え付け 

標識 

専任の宅建士 

従業者名簿 

帳簿 

報酬額の掲示 代理・媒介しない業者でも掲示義務あり 
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２節 案内所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 案内所等に設置不要３つ： ①     ・②     ・③       

契約しない 

案内所等 
④      

契約する 

案内所等 

⑤    の 

10 日前までに ⑥     

免許権者 

⑦   の所在地を 

管轄する知事 

知事 

大臣 

専任の宅建士 
・成年者 

・ ⑧    (5 人に 1 人以上×) 

標識 

自社物件の分譲 

他社物件の分譲の媒介・代理 

・案内所⇒⑨   の標識 

・物件の場所⇒⑩  の標識 

・案内所⇒⑪   の標識 

・物件の場所⇒⑫   の標識 

他社の 

・名称 

・ ⑬      
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【答え】 ２節 案内所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】上の解答を見ずに、以下の説明をせよ。 

1．契約をする・しないに関わらず、案内所等に設置義務がないもの３つ挙げよ。 

2．契約をする案内所等において、営業を開始する前の手続きを説明せよ。 

3．契約をする案内所等で設置義務のあるものを 2 つ挙げよ。 

4．契約をする案内所等で標識を設置する場合、自社物件の分譲、他社物件の分譲で、標識の取り扱

いがどう変わるか説明せよ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

〇 案内所等に設置不要３つ：従業者名簿・帳簿・報酬額の掲示 

契約しない 

案内所等 
標識 

契約する 

案内所等 

業務開始の 

10 日前までに届出 

免許権者 

案内所の所在地を 

管轄する知事 

知事 

大臣 

専任の宅建士 
・成年者 

・1 人以上 (5 人に 1 人以上×) 

標識 

自社物件の分譲 

他社物件の分譲の媒介・代理 

・案内所⇒自社の標識 

・物件の場所⇒自社の標識 

・案内所⇒自社の標識 

・物件の場所⇒他社の標識 

他社の 

・名称 

・免許証番号 


